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規

則

■群
馬
県
旅
館
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
十
五
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
八
十
二
号

群
馬
県
旅
館
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
旅
館
業
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
九
年
群
馬
県
規
則
第
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
図
書
」
を
「
書
類
」
に
改
め
、
同
項
中
第
四
号
を
第
六
号
と
し
、
第
三
号
を

第
五
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

旅
館
・
ホ
テ
ル
営
業
、
簡
易
宿
所
営
業
に
お
い
て
、
玄
関
帳
場
を
設
け
な
い
場
合
は
、
玄
関

帳
場
代
替
措
置
（
代
替
設
備
等
）
の
内
容
が
わ
か
る
書
類

第
二
条
第
二
項
中
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
中
「
仕
様
書
」
を
「
構
造
設
備
の
仕
様

書
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一

申
請
者
が
法
人
の
場
合
は
、
定
款
又
は
寄
附
行
為
の
写
し

第
二
条
第
二
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

規
則
第
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
又
は
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
当
該
営
業
を
譲
り
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
の
写
し

表
面

第
１
面

別
紙
の
と
お
り

別
紙
の

別
記
様
式
第
一
号
（
表
面
）
中
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

（

）
」
に
改
め
、
同
様
式
（
裏
面
）
中
「

」
を
「

」
に
、
「
（

）
」
を

と
お
り

注
１

裏
面

第
２
面

注

「
（

）
」
に
、

注
２

「

添
付
書
類

１
申
請
者
が
法
人
の
場
合
は

定
款
又
は
寄
附
行
為
の
写
し

、
２

営
業
施
設
の
仕
様
書

３
営
業
施
設
の
配
置
図

平
面
図
及
び
付
近
１
２
０
ｍ
以
内
の
見
取
図

、
４

営
業
施
設
の
場
所
又
は
構
造
設
備
が
他
の
法
令
又
は
条
例
に
基
づ
き
行
政
庁
の
許

可
認
可
等
を
要
す
る
場
合
は

当
該
法
令
又
は
条
例
に
基
づ
く
許
可
書

認
可
書

、
、

、

を

等
の
写
し

５
使
用
水
試
験
成
績
書
の
写
し
又
は
水
道
水
使
用
証
明
書

注
申
請
者

役
員
等
の
氏
名
等

欄
は

申
請
者
が
法
人
の
場
合
は
法
人
の
役
員
の
氏

「

」

、
、

名
等
を
記
入
し

申
請
者
が
営
業
に
関
し
成
年
者
と
同
一
の
行
為
能
力
を
有
し
な
い
未
成

、

年
者
で
あ
る
場
合
は
申
請
者
及
び
そ
の
法
定
代
理
人

法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ
る
場
合

（

）

」

は
そ
の
役
員

の
氏
名
等
を
記
入
す
る
こ
と

、
。

「

添
付
書
類
の
省
略
に
つ
い
て

以
下
の
書
類
は

そ
の
内
容
に
変
更
が
な
い
た
め

、
、

法
第
３
条
第
１
項
の
許
可

添
付
を
省
略
し
ま
す

（

。
を
受
け
て
旅
館
業
を
営
む
者

が
当
該
旅
館
業
を
譲
渡
し
た

に

場
合
で
あ
つ
て

当
該
旅
館

、
業
を
譲
り
受
け
た
者
が
注
３

の
添
付
書
類
を
省
略
す
る
と

）
（

）

き
注
３

」

改
め
、
同
様
式
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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（第３面）

添付書類
１ 申請者が法人の場合は、定款又は寄附行為の写し
２ 営業施設の構造設備の仕様書
３ 営業施設の配置図、平面図及び付近１２０ｍ以内の見取図
４ 旅館・ホテル営業、簡易宿所営業において、玄関帳場を設けない場合は、玄関帳場代替措置（代替
設備等）の内容がわかる書類

５ 営業施設の場所又は構造設備が他の法令又は条例に基づき行政庁の許可、認可等を要する場合は、
当該法令又は条例に基づく許可書、認可書等の写し

６ 使用水試験成績書の写し又は水道水使用証明書
７ 規則第１条第１項ただし書又は第２項ただし書の規定の適用を受ける場合にあつては、当該営業を
譲り受けたことを証する書面の写し（注１、注３）

注１ 法第３条第１項の許可を受けて旅館業を営む者が当該旅館業を譲渡したときは、当該旅館業を譲り

受けた者は、別紙（営業施設の構造設備の概要）において、変更がない事項の記載を省略することが

できる。この場合において、変更がない事項の記入欄に「変更なし」と記載するとともに、添付書類

７を添付すること。

２ 「申請者、役員等の氏名等」欄は、申請者が法人の場合は法人の役員の氏名等を記入し、申請者が

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合は申請者及びその法定代理人（法

定代理人が法人である場合は、その役員）の氏名等を記入すること。

３ 添付書類の省略について

法第３条第１項の許可を受けて旅館業を営む者が当該旅館業を譲渡したときは、当該旅館業を譲り

受けた者は、添付書類２から６までのうち、その内容に変更がないものについては、添付を省略する

ことができる。この場合において、「添付書類の省略について」の欄に省略する書類の名称を記載す

るとともに、添付書類２、添付書類３のうち営業施設の配置図又は平面図及び添付書類４の添付を省

略する場合は、添付書類７を添付すること。
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別
記
様
式
第
一
号
別
紙
中

「

「

床
面
積
①

床
面
積
②

を

に
、

床
面
積
①

床
面
積
②

（
※
）

（
※
）

」

」

「

を

計

」

「

計

に
、

※
床
面
積
①
に
は
旅
館
業
法
施
行
令
第
１
条
第
１
項
第
１
号
の
床
面
積
を

床
面
積
②
に

、

」

は
群
馬
県
旅
館
業
条
例
第
５
条
第
２
項
の
床
面
積
を
記
入
す
る
こ
と
。

「

シ
ャ
ワ

箇
所

箇
所

箇
所

ー

を
」

６
そ
の
他

「

シ
ャ
ワ

箇
所

箇
所

箇
所

ー

（

）
（
※
）

６
玄
関
帳
場
又
は
玄
関
帳
場
代
替
措
置

代
替
設
備
等

（

）

６
の
欄
は
下
宿
営
業
は
記
載
不
要

玄
関
帳
場

有
無

に

玄
関
帳
場
代
替
措
置

代
替
設
備
等

有
無

（

）

旅
館
・
ホ
テ
ル
営
業

簡
易
宿
所
営
業
に
お
い
て

玄
関
帳
場
を
設
け
な
い
場
合
は

※

、
、

玄
関
帳
場
代
替
措
置

代
替
設
備
等

の
内
容
が
わ
か
る
書
類
を
添
付
す
る
こ
と

（

）

。

」

７
そ
の
他

改
め
る
。

別
記
様
式
第
二
号
（
裏
面
）
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

注
添
付
書
類
２
及
び
添
付
書
類
３
に
つ
い
て
は

そ
の
内
容
に
変
更
が
な
い
場
合
は

添
付
を

、
、

省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

別
記
様
式
第
三
号
中

「

添
付
書
類

１
被
相
続
人
の
戸
籍
謄
本
又
は
除
籍
謄
本

申
請
者
が
被
相
続
人
の
兄
弟
姉
妹
で

（

あ
る
場
合
は

申
請
者
の
親
の
除
籍
謄
本
及
び
被
相
続
人
の
戸
籍
謄
本
又
は
除
籍

、

）

謄
本

を

２
相
続
人
が
２
人
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て

そ
の
全
員
の
同
意
に
よ
り
営
業
者

、
の
地
位
を
承
継
す
べ
き
相
続
人
と
し
て
選
定
さ
れ
た
者
に
あ
つ
て
は

そ
の
全
員

、
の
同
意
書

３
消
防
法
適
合
通
知
書

４
使
用
水
試
験
成
績
書
の
写
し
又
は
水
道
水
使
用
証
明
書

」

「

添
付
書
類

１
被
相
続
人
の
戸
籍
謄
本
若
し
く
は
除
籍
謄
本

申
請
者
が
被
相
続
人
の
兄
弟
姉

（

妹
で
あ
る
場
合
は

申
請
者
の
親
の
除
籍
謄
本
及
び
被
相
続
人
の
戸
籍
謄
本
又
は

、
除
籍
謄
本

又
は
不
動
産
登
記
規
則

平
成
１
７
年
法
務
省
令
第
１
８
号

第
２

）

（

）

４
７
条
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
同
条
第
１
項
に
規
定
す
る
法
定
相

続
情
報
一
覧
図
の
写
し

に

２
相
続
人
が
２
人
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て

そ
の
全
員
の
同
意
に
よ
り
営
業
者

、
の
地
位
を
承
継
す
べ
き
相
続
人
と
し
て
選
定
さ
れ
た
者
に
あ
つ
て
は

そ
の
全
員

、
の
同
意
書

３
消
防
法
適
合
通
知
書

４
使
用
水
試
験
成
績
書
の
写
し
又
は
水
道
水
使
用
証
明
書

注
添
付
書
類
３
及
び
添
付
書
類
４
に
つ
い
て
は

そ
の
内
容
に
変
更
が
な
い
場
合
は

添
、

、

」

付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

改
め
る
。附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
十
二
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
群
馬
県
旅
館
業
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ

て
い
る
用
紙
が
あ
る
と
き
は
、
改
正
後
の
同
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
適
宜
補

正
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

群
馬
県
興
行
場
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
十
五
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
八
十
三
号

群
馬
県
興
行
場
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
興
行
場
法
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
九
年
群
馬
県
規
則
第
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
興
行
場
営
業
を
営
む
者
が
当
該
興
行
場
営
業
を
譲
渡
し
た
と
き
は
、
当
該
興
行
場
営

業
を
譲
り
受
け
た
者
は
、
別
記
様
式
第
一
号
の
別
紙
の
記
載
事
項
の
う
ち
変
更
が
な
い
事
項
の
記

載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
図
書
」
を
「
書
類
」
に
改
め
、
同
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
に
次
の
た
だ
し

書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
興
行
場
営
業
を
営
む
者
が
当
該
興
行
場
営
業
を
譲
渡
し
た
と
き
は
、
当
該
興
行
場
営

業
を
譲
り
受
け
た
者
は
、
第
二
号
又
は
第
六
号
に
掲
げ
る
書
類
の
う
ち
、
そ
の
内
容
に
変
更
が
な

い
書
類
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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第
二
条
第
二
項
第
一
号
中
「
寄
付
行
為
」
を
「
寄
附
行
為
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。七

本
文
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
の
う
ち
、
構
造
設
備
の
概
要
を
明

ら
か
に
し
た
平
面
図
を
省
略
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
営
業
を
譲
り
受
け
た
こ
と
を
証
す

る
書
類

別
記
様
式
第
一
号
中

「

（

）

表
面

「

」
を

に
、

興
行
場
営
業
許
可
申
請
書

」

興
行
場
営
業
許
可
申
請
書

「

興
行
場
営
業
施
設
の
構
造
設
備

別
紙
の
と
お
り
。

添
付
書
類

１
申
請
者
が
法
人
の
場
合
は

定
款
又
は
寄
付
行
為
の
写
し

、

２
構
造
設
備
の
概
要
を
明
ら
か
に
し
た
平
面
図
及
び
付
近
の
見
取
図

３
興
行
場
と
し
て
使
用
し
よ
う
と
す
る
土
地
又
は
建
物
が
他
人
の
所
有
に
属
す
る
も
の

を

で
あ
る
場
合
は

当
該
土
地
又
は
建
物
の
所
有
者
の
使
用
承
諾
書

、

４
管
理
人
を
置
く
場
合
は

そ
の
者
の
氏
名
を
記
載
し
た
書
類

、

５
仮
設
興
行
場
に
あ
つ
て
は

興
行
場
を
経
営
し
よ
う
と
す
る
期
間

巡
回
す
る
も
の

（

、

に
あ
つ
て
は

各
保
健
所
管
内
別
の
巡
回
日
程
を
付
記
す
る
こ
と

を
記
載
し
た
書
類

）

、

６
興
行
場
の
設
置
の
場
所
又
は
構
造
設
備
が
他
の
法
令
又
は
条
例
に
基
づ
き
行
政
庁
の

許
可

認
可
等
を
要
す
る
場
合
は

当
該
法
令
又
は
条
例
に
基
づ
く
許
可
書

認
可
書

、
、

、

」

等
の
写
し

「

（

）

興
行
場
営
業
施
設
の
構
造
設
備

別
紙
の
と
お
り

注
１

添
付
書
類
の
省
略
に
つ
い
て

以
下
の
書
類
は

そ
の
内
容
に
変
更
が
な
い
た

、

（

に

第
２
条
第
２
項
た
だ
し
書
の

め
添
付
を
省
略
し
ま
す

、
。

規
定
に
よ
り

注
２
の
書
類
の

、
添
付
を
省
略
す
る
場
合

注

）
（

）

２

」

改
め
、
同
様
式
に
同
様
式
（
裏
面
）
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。



6

（裏面）

添付書類
１ 申請者が法人の場合は、定款又は寄附行為の写し
２ 構造設備の概要を明らかにした平面図及び付近の見取図
３ 興行場として使用しようとする土地又は建物が他人の所有に属するものである場合は、当該土地
又は建物の所有者の使用承諾書

４ 管理人を置く場合は、その者の氏名を記載した書類
５ 仮設興行場にあっては、興行場を経営しようとする期間（巡回するものにあっては、各保健所管
内別の巡回日程を付記すること）を記載した書類

６ 興行場の設置の場所又は構造設備が他の法令又は条例に基づき行政庁の許可、認可等を要する場
合は、当該法令又は条例に基づく許可書、認可書等の写し

７ 第２条第１項ただし書の規定の適用を受ける場合又は第２項ただし書の規定の適用を受け、添付
書類２のうち、構造設備の概要を明らかにした平面図の添付を省略する場合にあっては、当該営業
を譲り受けたことを証する書面の写し （注１、注２）

注１ 第２条第１項ただし書の規定の適用を受ける場合にあっては、別紙（構造設備の概要）において、変

更がない事項の記載を省略することができる。この場合において、変更がない事項の記入欄に「変更な

し」と記載するとともに、添付書類７を添付すること。

２ 添付書類の省略について

第２条第２項ただし書の規定の適用を受ける場合にあっては、添付書類２及び６のうち、その内容に

変更がないものについては、添付を省略することができる。この場合において、「添付書類の省略につ

いて」の欄に省略する書類の名称を記載するとともに、添付書類２のうち、構造設備の概要を明らかに

した平面図の添付を省略する場合は、添付書類７を添付すること。

号 外 （第２号）令和２年１２月１５日（火） 群 馬 県 報
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別
記
様
式
第
一
号
別
紙
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

８
５
ｃ
ｍ

８
０
ｃ
ｍ

又
は
除
籍
謄
本

若
し
く
は
除
籍
謄
本

除
籍
謄

別
記
様
式
第
二
号
中
「

（
」
を
「

（
」
に
改
め
、
「

本
又
は
不
動
産
登
記
規
則

平
成
１
７
年
法
務
省
令
第
１
８
号

第
２
４
７
条
第
５

）
」
の
次
に
「

（

）

」
を
加

項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
同
条
第
１
項
に
規
定
す
る
法
定
相
続
情
報
一
覧
図
の
写
し

え
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
十
二
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
群
馬
県
興
行
場
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ

て
い
る
用
紙
が
あ
る
と
き
は
、
改
正
後
の
同
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
適
宜
補

正
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

群
馬
県
公
衆
浴
場
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
十
五
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
八
十
四
号

群
馬
県
公
衆
浴
場
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
公
衆
浴
場
法
施
行
細
則
（
平
成
十
二
年
群
馬
県
規
則
第
九
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
号
（
表
面
）
中

「

営
業

の
種

別

開
始
予
定
年
月
日

年
月

日

添
付
書
類

１
公
衆
浴
場
の
構
造
設
備
の
概
要
を
明
ら
か
に
し
た
仕
様
書
及
び
平
面
図

２
普
通
公
衆
浴
場
の
浴
場
業
の
申
請
に
あ
っ
て
は

申
請
す
る
公
衆
浴
場
を
中
心

、
と
し
た
半
径
３
０
０
ｍ
以
内
の
状
況
を
示
す
地
図

を

３
申
請
者
が
法
人
の
場
合
は

定
款
又
は
寄
附
行
為
の
写
し
及
び
登
記
事
項
証
明

、
書

４
公
衆
浴
場
の
設
置
の
場
所
又
は
構
造
設
備
が
他
の
法
令
又
は
条
例
に
基
づ
き
行

政
庁
の
許
可

認
可
等
を
要
す
る
場
合
は

当
該
法
令
又
は
条
例
に
基
づ
く
許
可

、
、

書
認
可
書
等
の
写
し

、

（

）

群
馬
県
証
紙
又
は
領
収
済
証
明
書
貼
付
欄

」

「

営
業

の
種

別

（

）

営
業
施
設
の
構
造
設
備

別
紙
の
と
お
り

注
１

開
始
予
定
年
月
日

年
月

日

添
付
書
類
の
省
略
に
つ

以
下
の
書
類
は

そ
の
内
容
に
変
更
が
な
い
た
め

添
、

、
い
て

法
第
１
条
第
２

付
を
省
略
し
ま
す

（

。
項
に
規
定
す
る
浴
場
業

を
営
む
者
が
当
該
浴
場

に

業
を
譲
渡
し
た
場
合
で

あ
っ
て

当
該
浴
場
業

、
を
譲
り
受
け
た
者
が
注

２
の
添
付
書
類
を
省
略

）
（

）

す
る
と
き

注
２

（

）

群
馬
県
証
紙
又
は
領
収
済
証
明
書
貼
付
欄

」

改
め
、
同
様
式
裏
面
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
（
表
面
）
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

裏
面

別
紙

え
る
。

号 外 （第２号）令和２年１２月１５日（火） 群 馬 県 報
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（裏面）

添付書類
１ 公衆浴場の構造設備の概要を明らかにした仕様書及び平面図
２ 一般公衆浴場の浴場業の申請にあっては、申請する公衆浴場を中心とした半径３００ｍ以内の状況
を示す地図

３ 申請者が法人の場合は、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書
４ 公衆浴場の設置の場所又は構造設備が他の法令又は条例に基づき行政庁の許可、認可等を要する場
合は、当該法令又は条例に基づく許可書、認可書等の写し

５ 省令第１条ただし書の規定の適用を受ける場合にあっては、当該営業を譲り受けたことを証する書
面の写し（注１、注２）

注１ 法第１条第２項に規定する浴場業を営む者が当該浴場業を譲渡したときは、当該浴場業を譲り受けた者

は、別紙（営業施設の構造設備の概要）において、変更がない事項の記載を省略することができる。この

場合において、変更がない事項の記入欄に「変更なし」と記載するとともに、添付書類５を添付すること。

２ 添付書類の省略について

法第１条第２項に規定する浴場業を営む者が当該浴場業を譲渡したときは、当該浴場業を譲り受けた者

は、添付書類１、添付書類２及び添付書類４並びに第４条に規定する書類のうち、その内容に変更がない

ものについては、添付を省略することができる。この場合において、「添付書類の省略について」の欄に

省略する書類の名称を記載するとともに、添付書類１を省略する場合にあっては、添付書類５を添付する

こと。

号 外 （第２号）令和２年１２月１５日（火） 群 馬 県 報
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別
記
様
式
第
二
号
中

「
相

続
年

月
日

死
亡
日

年
月

日

（

）

名
称

営
業
す
る
公
衆
浴
場

所
在
地

を

添
付
書
類

１
被
相
続
人
の
戸
籍
謄
本
又
は
除
籍
謄
本

届
出
者
が
被
相
続
人
の
兄
弟
姉
妹
で

（

あ
る
場
合
は

届
出
者
の
親
の
除
籍
謄
本
及
び
被
相
続
人
の
戸
籍
謄
本
又
は
除
籍

、

）

謄
本

２
相
続
人
が
複
数
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は

そ
の
全
員
の
同
意
書

、
３

許
可
書

」

「

相
続
開
始
年
月
日

年
月

日

名
称

営
業
す
る
公
衆
浴
場

所
在
地

添
付
書
類

（

に

１
被
相
続
人
の
戸
籍
謄
本
若
し
く
は
除
籍
謄
本

届
出
者
が
被
相
続
人
の
兄
弟
姉

妹
で
あ
る
場
合
は

届
出
者
の
親
の
除
籍
謄
本
及
び
被
相
続
人
の
戸
籍
謄
本
又
は

、
除
籍
謄
本

又
は
不
動
産
登
記
規
則

平
成
１
７
年
法
務
省
令
第
１
８
号

第
２

）

（

）

４
７
条
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
同
条
第
１
項
に
規
定
す
る
法
定
相

続
情
報
一
覧
図
の
写
し

２
相
続
人
が
２
人
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て

そ
の
全
員
の
同
意
に
よ
り
営
業
者

、
の
地
位
を
承
継
す
べ
き
相
続
人
と
し
て
選
定
さ
れ
た
者
に
あ
っ
て
は

そ
の
全
員

、
の
同
意
書

３
許
可
書

」

改
め
る
。附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
十
二
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
群
馬
県
公
衆
浴
場
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ

れ
て
い
る
用
紙
が
あ
る
と
き
は
、
改
正
後
の
同
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
適
宜

補
正
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

群
馬
県
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
十
五
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
八
十
五
号

群
馬
県
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
（
平
成
十
二
年
群
馬
県
規
則
第
九
十
六
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

（

）

表
面

別
記
様
式
第
二
号
中
「

」
を

に
、

ク
リ

ニ
ン
グ
所
開
設
届

ー

」

ク
リ

ニ
ン
グ
所
開
設
届

ー

「

を

登
録
番
号

氏
名

生
年
月
日

本
籍

住
所

「

登
録
番
号

氏
名

生
年
月
日

本
籍

住
所

に
、

※

※

※

※

※

」

「

「
を

※

に
、

従
事
者
数

従
事
者
数

」

」

「

添
付
書
類

１
ク
リ

ニ
ン
グ
所
の
構
造
設
備
の
概
要
を
明
ら
か
に
し
た
仕
様
書
及
び
平
面
図

ー

２
本
届
出
の
他
に
ク
リ

ニ
ン
グ
所
又
は
無
店
舗
取
次
店
を
開
設
し
て
い
る
場
合

ー
は

そ
の
名
称

所
在
地
又
は
業
務
用
車
両
の
保
管
場
所
及
び
自
動
車
登
録
番
号

、
、

若
し
く
は
車
両
番
号

従
事
者
数

ク
リ

ニ
ン
グ
師
の
氏
名
並
び
に
営
業
の
内

ー

、
、

容
を
記
載
し
た
書
類

３
開
設
者
が
法
人
の
場
合
は

法
人
の
登
記
事
項
証
明
書

、

を

（

）

群
馬
県
証
紙
又
は
領
収
済
証
明
書
貼
付
欄

」

注
営
業
の
内
容
に
つ
い
て
は

該
当
欄
に
○
印
を
付
す
る
こ
と

、
。

「

添
付
書
類
の
省
略
に
つ
い

以
下
の
書
類
は

そ
の
内
容
に
変
更
が
な
い
た
め

添
、

、
て

省
令
第
１
条
の
３
た

付
を
省
略
し
ま
す

（

。
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
を

に

受
け

注
３
の
添
付
書
類

、
を
省
略
す
る
場
合

注

）
（

）
３

」

改
め
、
同
様
式
に
同
様
式
（
裏
面
）
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

号 外 （第２号）令和２年１２月１５日（火） 群 馬 県 報
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（裏面）

添付書類
１ クリーニング所の構造設備の概要を明らかにした仕様書及び平面図
２ 本届出の他にクリーニング所又は無店舗取次店を開設している場合は、その名称、所在地又は業務
用車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両番号、従事者数、クリーニング師の氏名並びに営
業の内容を記載した書類

３ 開設者が法人の場合は、法人の登記事項証明書
４ 省令第１条の３第１項ただし書の規定の適用を受ける場合にあっては、当該営業を譲り受けたこと
を証する書面の写し（注１、注３）

（群馬県証紙又は領収済証明書貼付欄）

注１ ※印の事項について

省令第１条の３第１項ただし書の規定の適用を受ける場合にあっては、※印の事項のうち、変更がない

事項の記載を省略することができる。この場合において、変更がない事項の記入欄に「変更なし」と記載

するとともに、添付書類４を添付すること。

２ 営業の内容については、該当欄に○印を付すること。

３ 添付書類の省略について

省令第１条の３第１項ただし書の規定の適用を受ける場合にあっては、添付書類１のうち、その内容に

変更がないものについては、添付を省略することができる。この場合において、「添付書類の省略につい

て」の欄に、省略する書類の名称を記載するとともに、添付書類４を添付すること。

号 外 （第２号）令和２年１２月１５日（火） 群 馬 県 報
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「

「

所
在
地
又
は
業
務
用

ク
リ

ニ
ン
グ
所
の
所
在
地

ー

又
は
無
店
舗
取
次
店
の

別
記
様
式
第
九
号
中

を

車
両
の
保
管
場
所

業
務
用
車
両
の
保
管
場
所

」

」

に
改
め
、
「

」
の
次
に
「

（

）

戸
籍
謄
本

又
は
不
動
産
登
記
規
則

平
成
１
７
年
法
務
省
令
第
１
８
号

第
２
４
７
条
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
同
条
第
１
項
に
規
定
す
る
法
定
相
続
情
報
一
覧

図
の
写
し

複
数
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は

他
の
相
続
人

２
人
以
上
あ
る
場
合

」
を
加
え
、
「

」
を
「

、

に
お
い
て

そ
の
全
員
の
同
意
に
よ
り
営
業
者
の
地
位
を
承
継
す
べ
き
相
続
人
と
し
て
選
定
さ
れ
た

、

」
に
改
め
る
。

者
に
あ
っ
て
は

そ
の

、

「

（

）

表
面

別
記
様
式
第
十
二
号
中
「

」
を

に
、

無
店
舗
取
次
店
営
業
届

」

無
店
舗
取
次
店
営
業
届

「

「
を

※

に
、

営
業
区
域

営
業
区
域

」

」

「

を

登
録
番
号

氏
名

生
年
月
日

本
籍

住
所

」

「

登
録
番
号

氏
名

生
年
月
日

本
籍

住
所

に
、

※

※

※

※

※

」

「

「
を

※

に
、

従
事
者
数

従
事
者
数

」

」

「

添
付
書
類

（

）

１
業
務
用
車
両
の
仕
様
書

図
面
及
び
保
管
場
所
の
図
面

平
面
図
等

、
２

営
業
者
が
法
人
の
場
合
は

法
人
の
登
記
事
項
証
明
書

、

を

３
本
届
出
の
他
に
ク
リ

ニ
ン
グ
所
を
開
設
し
て
い
る
場
合
は

そ
の
名
称

所

ー

、
、

在
地

従
事
者
数

ク
リ

ニ
ン
グ
師
の
氏
名
及
び
営
業
の
内
容
を
記
載
し
た
書

ー

、
、

類

」

「

添
付
書
類
の
省
略
に
つ
い

以
下
の
書
類
は

そ
の
内
容
に
変
更
が
な
い
た
め

添
、

、
て

省
令
第
１
条
の
３
第

付
を
省
略
し
ま
す

（

。
２
項
た
だ
し
書
の
規
定
の

に

適
用
を
受
け

注
３
の
添

、
付
書
類
を
省
略
す
る
場

）
（

）

合
注
３

」

改
め
、
同
様
式
に
同
様
式
（
裏
面
）
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

号 外 （第２号）令和２年１２月１５日（火） 群 馬 県 報
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（裏面）

添付書類
１ 業務用車両の仕様書、図面及び保管場所の図面（平面図等）
２ 営業者が法人の場合は、法人の登記事項証明書
３ 本届出の他にクリーニング所を開設している場合は、その名称、所在地、従事者数、クリーニング
師の氏名及び営業の内容を記載した書類

４ 省令第１条の３第２項ただし書の規定の適用を受ける場合にあっては、当該営業を譲り受けたこと
を証する書類（注１、注３）

注１ ※印の事項について

省令第１条の３第２項ただし書の規定の適用を受ける場合にあっては、※印の事項のうち、変更がない

事項の記載を省略することができる。この場合において、変更がない事項の記入欄に「変更なし」と記載

するとともに、添付書類４を添付すること。

２ 営業の内容については、該当欄に○印を付すること。

３ 添付書類の省略について

省令第１条の３第２項ただし書の規定の適用を受ける場合にあっては、添付書類１のうち、その内容に

変更がないものについては、添付を省略することができる。この場合において、「添付書類の省略につい

て」の欄に、省略する書類の名称を記載するとともに、添付書類４を添付すること。

号 外 （第２号）令和２年１２月１５日（火） 群 馬 県 報
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附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
十
二
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
群
馬
県
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
り

作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙
が
あ
る
と
き
は
、
改
正
後
の
同
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、

適
宜
補
正
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

群
馬
県
美
容
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
十
五
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
八
十
六
号

群
馬
県
美
容
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
美
容
師
法
施
行
細
則
（
平
成
十
二
年
群
馬
県
規
則
第
九
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
四
号
（
表
面
）
中
「

」
を
「

」
に
、

表
面

第
１
面

「

「

※

住
所

住
所

管
理
美
容
師

管
理
美
容
師

※

氏
名

氏
名

※

氏
名

氏
名

免
許
登
録
番
号

免
許
登
録
番
号
※

を

に
改
め
、

美
容

師
免
許
登
録

美
容

師
免

許
登

録
年

月
日

年
月

日
※

伝
染
性
疾
病
の

伝
染
性
疾
病
の

（

）
有

無
有
無
※

注
２

そ
の
他
の
従
業
者
氏
名

そ
の
他
の
従
業
者
氏
名
※

」

」

裏
面

第
２
面

美
容
所
の
構
造
設
備
等
の
概

注
を
削
り
、
同
様
式
（
裏
面
）
中
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

※
」
に
、
「

」
を
「

」
に
、

要
美
容
所
の
構
造
設
備
等
の
概
要

作
業
場

作
業
室

「

添
付
書
類

１
美
容
所
の
平
面
図
及
び
設
備
の
配
置
図

平
面
図
で
設
備
の
配
置
が
わ
か
る
場

（

）

合
は
不
要

２
開
設
者
が
法
人
の
場
合
は

登
記
事
項
証
明
書

、
３

美
容
師
の
健
康
診
断
書

結
核

皮
膚
疾
患
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す

（

、

）

る
伝
染
性
疾
病
の
有
無
に
関
す
る
も
の

４
美
容
師
免
許
証
又
は
美
容
師
免
許
証
明
書
の
写
し

５
管
理
美
容
師
を
お
く
場
合
は

美
容
師
法
第
１
２
条
の
３
第
２
項
に
規
定
す
る

、

を

講
習
会
の
課
程
を
修
了
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
の
写
し

６
開
設
者
が
外
国
人
の
場
合
は

住
民
票
の
写
し

住
民
基
本
台
帳
法
第
３
０
条

（

、

）

の
４
５
に
規
定
す
る
国
籍
等
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。

美
容
所
の
所
在
を
示
す
地
図

」

「

（

）

条
例
第
３
条
の
２
に
規
定
す
る
重
複
開
設
に
関
す
る
事
項
※

注
３

開
設
し
よ
う
と
す
る
美
容
所
と
同
一
の
場
所

作（

業
室

で
現
に
理
容
所
が
開
設
さ
れ
て
い
る
場
合

）

に

は
当
該
理
容
所
の
名
称

、

開
設
し
よ
う
と
す
る
美
容
所
と
同
一
の
場
所

作（

業
室

で
理
容
所
の
開
設
届
を
提
出
し
て
い
る
場

）

合
は

当
該
理
容
所
の
開
設
予
定
年
月
日

、

」

改
め
、
同
様
式
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

号 外 （第２号）令和２年１２月１５日（火） 群 馬 県 報
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（第３面）

添付書類の省略について 以下の書類は、その内容に変更がないため、添付を省略しま
（美容師法施行規則第１９条第１項 す。
ただし書、同条第２項ただし書又は
同条第３項ただし書の規定の適用を
受ける場合であって、注４の添付書
類を省略する場合）（注４）

美容所の所在を示す地図

添付書類
１ 美容所の平面図及び設備の配置図（平面図で設備の配置がわかる場合は不要）
２ 開設者が法人の場合は、登記事項証明書
３ 美容師の健康診断書（結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病の有無に関するも
の）

４ 美容師免許証又は美容師免許証明書の写し
５ 管理美容師をおく場合は、美容師法第１２条の３第２項に規定する講習会の課程を修了したことを
証する書類の写し

６ 開設者が外国人の場合は、外国人登録法の規定による外国人登録原簿の記載事項に関する市区町村
長の証明書

７ 美容師法施行規則第１９条第１項ただし書、第２項ただし書又は第３項ただし書の規定の適用を受
ける場合にあっては、当該営業を譲り受けたことを証する書面の写し（注１、注４）

注１ ※印の事項について

美容師法施行規則第１９条第１項ただし書の規定の適用を受ける場合にあっては、※印の事項のうち、

変更がない事項の記載を省略することができる。この場合において、変更がない事項の記入欄に「変更な

し」と記載するとともに、添付書類７を添付すること。

２ 伝染性疾病については、結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定するものをいう。

３ 重複開設を行う場合は、条例第３条の２に規定する基準を満たしていなければならない。

４ 添付書類の省略について

美容師法施行規則第１９条第１項ただし書、第２項ただし書又は第３項ただし書の規定の適用を受ける

場合にあっては、添付書類１及び３から５までのうち、その内容に変更がないものについては、添付を省

略することができる。この場合において、「添付書類の省略について」の欄に省略する書類の名称を記載

するとともに、添付書類７を添付すること。

号 外 （第２号）令和２年１２月１５日（火） 群 馬 県 報
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戸
籍
謄
本

又
は
不
動
産
登
記
規
則

平
成
１
７
年
法
務
省
令

別
記
様
式
第
七
号
中
「

」
の
次
に
「

（

第
１
８
号

第
２
４
７
条
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
同
条
第
１
項
に
規
定
す
る
法
定
相

）

続
情
報
一
覧
図
の
写
し

複
数
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は

他
の

２
人
以
上
あ
る

」
を
加
え
、
「

」
を
「

、

場
合
に
お
い
て

そ
の
全
員
の
同
意
に
よ
り
営
業
者
の
地
位
を
承
継
す
べ
き
相
続
人
と
し
て
選
定
さ

、

」
に
改
め
る
。

れ
た
者
に
あ
っ
て
は

そ
の

、

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
十
二
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
群
馬
県
美
容
師
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ

て
い
る
用
紙
が
あ
る
と
き
は
、
改
正
後
の
同
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
適
宜
補

正
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

群
馬
県
理
容
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
十
五
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
八
十
七
号

群
馬
県
理
容
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
理
容
師
法
施
行
細
則
（
平
成
十
二
年
群
馬
県
規
則
第
九
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
四
号
（
表
面
）
中
「

」
を
「

」
に
、

表
面

第
１
面

「

「

※

住
所

住
所

管
理
理
容
師

管
理
理
容
師

※

氏
名

氏
名

※

氏
名

氏
名

免
許
登
録
番
号

免
許
登
録
番
号
※

を

に
、

理
容

師
免
許
登
録

理
容

師
免

許
登

録
年

月
日

年
月

日
※

伝
染
性
疾
病
の

伝
染
性
疾
病
の

（

）

有
無

有
無
※

注
２

そ
の
他
の
従
業
者
氏
名

そ
の
他
の
従
業
者
氏
名
※

」

」

裏
面

第
２
面

理
容
所
の
構
造
設
備
等
の
概

注
を
削
り
、
同
様
式
（
裏
面
）
中
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

※
」
に
、
「

」
を
「

」
に
、

要
理
容
所
の
構
造
設
備
等
の
概
要

作
業
場

作
業
室

「

添
付
書
類

１
理
容
所
の
構
造
設
備
の
概
要
を
明
ら
か
に
す
る
仕
様
書
及
び
平
面
図

２
開
設
者
が
法
人
の
場
合
は

登
記
事
項
証
明
書

、
３

理
容
師
の
健
康
診
断
書

結
核

皮
膚
疾
患
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す

（

、

）

る
伝
染
性
疾
病
の
有
無
に
関
す
る
も
の

４
理
容
師
免
許
証
又
は
理
容
師
免
許
証
明
書
の
写
し

５
管
理
理
容
師
を
お
く
場
合
は

理
容
師
法
第
１
１
条
の
４
第
２
項
に
規
定
す
る

、

を

講
習
会
の
課
程
を
修
了
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
の
写
し

６
開
設
者
が
外
国
人
の
場
合
は

住
民
票
の
写
し

住
民
基
本
台
帳
法
第
３
０
条

（

、

）

の
４
５
に
規
定
す
る
国
籍
等
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。

理
容
所
の
所
在
を
示
す
地
図

」

「

（

）

条
例
第
３
条
の
２
に
規
定
す
る
重
複
開
設
に
関
す
る
事
項
※

注
３

開
設
し
よ
う
と
す
る
理
容
所
と
同
一
の
場
所

作（

業
室

で
現
に
美
容
所
が
開
設
さ
れ
て
い
る
場
合

）

は
当
該
美
容
所
の
名
称

、

に

開
設
し
よ
う
と
す
る
理
容
所
と
同
一
の
場
所

作（

業
室

で
美
容
所
の
開
設
届
を
提
出
し
て
い
る
場

）

合
は

当
該
美
容
所
の
開
設
予
定
年
月
日

、

」

改
め
、
同
様
式
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

号 外 （第２号）令和２年１２月１５日（火） 群 馬 県 報
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（第３面）

添付書類の省略について 以下の書類は、その内容に変更がないため、添付を省略しま
（理容師法施行規則第１９条第１項 す。
ただし書、同条第２項ただし書又は
同条第３項ただし書の規定の適用を
受ける場合であって、注４の添付書
類を省略する場合）（注４）

理容所の所在を示す地図

添付書類
１ 理容所の構造設備の概要を明らかにする仕様書及び平面図
２ 開設者が法人の場合は、登記事項証明書
３ 理容師の健康診断書（結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病の有無に関するも
の）

４ 理容師免許証又は理容師免許証明書の写し
５ 管理理容師をおく場合は、理容師法第１１条の４第２項に規定する講習会の課程を修了したことを
証する書類の写し

６ 開設者が外国人の場合は、外国人登録法の規定による外国人登録原簿の記載事項に関する市区町村
長の証明書

７ 理容師法施行規則第１９条第１項ただし書、第２項ただし書又は第３項ただし書の規定の適用を受
ける場合にあっては、当該営業を譲り受けたことを証する書面の写し（注１、注４）

注１ ※印の事項について

理容師法施行規則第１９条第１項ただし書の規定の適用を受ける場合にあっては、※印の事項のうち、

変更がない事項の記載を省略することができる。この場合において、変更がない事項の記入欄に「変更な

し」と記載するとともに、添付書類７を添付すること。

２ 伝染性疾病については、結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定するものをいう。

３ 重複開設を行う場合は、条例第３条の２に規定する基準を満たしていなければならない。

４ 添付書類の省略について

理容師法施行規則第１９条第１項ただし書、第２項ただし書又は第３項ただし書の規定の適用を受ける

場合にあっては、添付書類１及び３から５までのうち、その内容に変更がないものについては、添付を省

略することができる。この場合において、「添付書類の省略について」の欄に省略する書類の名称を記載

するとともに、添付書類７を添付すること。

号 外 （第２号）令和２年１２月１５日（火） 群 馬 県 報



17

戸
籍
謄
本

又
は
不
動
産
登
記
規
則

平
成
１
７
年
法
務
省
令

別
記
様
式
第
七
号
中
「

」
の
次
に
「

（

第
１
８
号

第
２
４
７
条
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
同
条
第
１
項
に
規
定
す
る
法
定
相

）

続
情
報
一
覧
図
の
写
し

複
数
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は

他
の

２
人
以
上
あ
る

」
を
加
え
、
「

」
を
「

、

場
合
に
お
い
て

そ
の
全
員
の
同
意
に
よ
り
営
業
者
の
地
位
を
承
継
す
べ
き
相
続
人
と
し
て
選
定
さ

、

」
に
改
め
る
。

れ
た
者
に
あ
っ
て
は

そ
の

、

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
十
二
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
群
馬
県
理
容
師
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ

て
い
る
用
紙
が
あ
る
と
き
は
、
改
正
後
の
同
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
適
宜
補

正
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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